
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         主 な 内 容 

  ■電気ストーブの事故の防止について 

  ■ハロゲンヒーターが誤作動！？ 

 ■普通救命講習が開催されました ／ ＡＥＤとは？ 

■消防水利の除雪について（お礼） 

  ■第 5回危険物取扱者試験のご案内 

  ■消防ほっと写真館（火災検索訓練他） 

 
 



 

 

 

 

   寒さが厳しくなるこの時期は、ストーブを使用する機会が多くなり 

 ます。火気の取扱いには十分ご注意下さい。 
 

  
    電気ストーブ等による火災のほとんどは、ストーブの近くに燃えやすい物を置いていたり 

   誤って物が接触してしまった場合に発生しています。 

電気ストーブから火災を防ぐポイント 

   ☆布団、カーテン等の燃えやすい物のそばではストーブを使用しない。 

   ☆洗濯物を乾燥するため、ストーブの上に洗濯物をつるしたりしない。 

   ☆エアゾール式のスプレー缶などは、ストーブの近くに置かない。 

       ※ストーブの放射熱や伝導熱で過熱され、缶の圧力が上昇することにより、 

    破裂する危険があります。 

   ☆就寝時は必ず電源を切る。 

       ※就寝中に誤って布団がストーブに触れる危険があります。 

 

    電気ストーブは、取り扱いが比較的簡単で、石油などの燃料を使用しないため、給油や 

   換気などの手間がかからないことから、手軽に利用されています。 

    でも、使用方法を誤ったり、安全な場所での使用を守らない場合に、火災となるケース 

    があります。電気ストーブを安全に使用して、火災を防ぎましょう！！ 

 

 

 

  リモコン付ハロゲンヒーターの一部の製品において、他の電気製品のリモコンや電気的な 

 ノイズによりヒーターが点灯するといった誤作動を起こす製品が報告されています。 

  リモコン付ハロゲンヒーターをお持ちの方はご注意下さい。 

   
    ※上記の製品以外にも、リコール等の報告がされておりますので、詳しくは nite(独立行政 

    法人製品評価技術基盤機構)のホームページ(http://www.nite.go.jp/jiko/leaflet/leaflet.html) 

    をご覧下さい。 

 

 

●テレビ等のリモコンで誤作動するおそれのある製品 

 

メーカー 型式 

㈱アイアン ＩＲ－４６２２ 

森田電工㈱ ＭＳ－Ｃ９０４Ｒ 

 

●電気的なノイズにより誤作動するおそれのある商品 

メーカー 型式 

㈱日本ビネガーボトラーズ ＶＧ５００－ＡＢＲ 

㈱アマミ ＨＣ－３１８Ｒ 

㈱千住 ＰＨ－２８２Ｒ 

㈱シー・アイ・シー ＹＳ－Ｆ８０３Ｒ 

http://www.nite.go.jp/jiko/leaflet/leaflet.html


 

 

 

   
      
   平成 22年 12月、下記の 3つの事業所において『普通救命講習』が開催されました。 

     今回は、雪印乳業㈱ 6名、興部中学校 32名、社会福祉協議会 28名の計 66名が参加され、 

  心肺蘇生法・人工呼吸・ＡＥＤ(自動体外式除細動器)の使用法など、緊急時に役立つ、様々な 

  応急手当の方法を学びました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ≪ＡＥＤ(自動体外式除細動器)とは？≫  

     ＡＥＤは、Ａutomated Ｅxternal Ｄefibrillator の頭文字をとったもので、日本語訳は、 

    自動体外式除細動器といいます。もし心臓が何らかの原因でブルブルと痙攣した時に、ＡＥＤは 

    電気ショックを与え、その痙攣した状態を取り除く機械です。 

    止まってしまった心臓を動かす機械ではありません。 

     ＡＥＤは、電源を入れると音声が使い方を順に指示してくれるので 

    誰でもこの機械を使用することができます。 



 

 
 

   興部町内には、消火栓 94基、防火水槽 49基の消防水利が設置されています。消火栓や 

  防火水槽は、火災が発生したときになくてはならない大切な施設です。 

     除雪にご協力をいただいている方につきましては、心よりお礼申し上げます。 

   今後とも、地域の安心・安全な暮らしを守るために、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  平成 22年度第 5回危険物取扱者試験が、下記の日程により実施されますのでお知らせ致し 

 ます。受験希望の方は、紋別地区消防組合消防署興部支署・予防係までお問い合わせ下さい。 

 また、インターネットによる受験申請(電子申請)をされる方は、(財)消防試験研究センター 

 のホームページ(http://www.shoubo-shiken.or.jp)をご覧下さい。 
 
記 

  ○試  験  日  平成 23年 3月 27日(日) 

  ○願書受付期間 【書面申請】平成 23年 2月 18日(金)～平成 23年 2月 28日(月) 

         【電子申請】平成 23年 2月 15日(火)～平成 23年 2月 25日(金) 

 ○試験の種類及び試験地 

区 分 試験の種類 試 験 地 

危険物取扱者試験 
乙種(第 4類) 
丙    種 

札 幌 市 

  ○問い合わせ先  興部支署・予防係 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

※次回は“ 3 月中間号 ”での配布を予定しています。お楽しみに！！ 

http://www.shoubo-shiken.or.jp/

